
1 

 

守谷市教育委員会定例会 令和７年７月 

 

１ 日  時 令和７年７月２５日（月） 午後１時３０分～ 

 

２ 場  所 守谷市役所 全員協議会室 

 

３ 出席者 教育長   奈幡 正 

教育長職務代理者 河原 健 

  教育委員  椎名 和良 

  教育委員  辺見 芳宏 

  教育委員  萩谷 直美 

 

４ 欠席者 なし 

 

５ 説明のための出席者 

  教育部長   小林 伸稔 

  教育部参事   直井 健治 

  次長兼生涯学習課長  福島 晶子 

  学校教育課長   藤沼 重信 

  教育指導課長   鈴木 優子 

  給食センター長  松井 貫太 

  中央図書館長   平塚 恭子 

  事務局員（学校教育課） １名 

 

６ 傍 聴 人 なし 

 

１ 開会宣言       教育長 

 

２ 会議録署名委員の指名 教育長 

 

３ 議決事項       教育長 

 

 

学校教育課長 

 

 

 午後1時30分開会を宣言 

 

 議事録署名人に、椎名委員を指名する。 

 

 議案第43号「専決処分事項の承認について」の

説明を求める。 

 

 本案は、先月の定例教育委員会で御承認いただ

きました守谷市立黒内小学校通学区域地域検討

部会委員の委嘱につきまして、先月の時点では欠
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教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

員となっておりました、その他、教育委員会が必

要と認めた者のうち、町内会自治会枠の委員につ

きまして、その後、当該町内会自治会から推薦者

の報告があったことから、守谷市教育委員会事務

専決規程に基づきまして、教育長が当該推薦者に

委員を委嘱する専決処分を行ったため、この承認

を求めるものになります。 

 専決処分を行った理由ですが、守谷市立黒内小

学校通学区域地域検討部会の第１回会議を、ちょ

うど昨日なのですが、７月24日に開催することに

なっておりまして、そちらの会議に当該推薦者も

委員として出席していただきたく、そのために

は、本日の定例教育委員会での議案上程及び承認

では、手続上、間に合わないことから、専決によ

り委嘱を行ったものになります。 

 本案では、原本町町内会の代表として、鯨井秀

規氏を委嘱するものとなっております。委嘱日や

委嘱期間等については、議案書に記載のとおりと

なります。 

 

 議案第43号「専決処分事項の承認について」採

決を行う。 

 

全員賛成〔原案のとおり可決した〕 

 

 議案第44号「専決処分事項の承認について」説

明を求める。 

 

 本案は、先ほどの議案第43号と同様に、守谷市

立黒内小学校通学区域地域検討部会委員の委嘱

について、欠員となっていた町内会自治会枠の委

員につきまして、その後、当該町内会自治会から

推薦者の報告があったことから、教育長が当該推

薦者に委員を委嘱する専決処分を行ったため、こ

の承認を求めるものになります。 

 専決処分を行った理由も、議案第 43 号と同様
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教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育指導課長 

 

教育長 

 

教育指導課長 

 

教育長 

 

となります。 

 本案では、ひがしの町内会の代表としまして、

明嵐久美子氏に委員を委嘱するものとなってお

ります。委嘱日や委嘱期間等については、議案書

に記載のとおりとなります。 

  

議案第44号「専決処分事項の承認について」採決

を行う。 

 

全員賛成〔原案のとおり可決した〕 

 

 議案第45号、46号及び協議第４号の審議協議に

先立ち、会議の非公開について、議案第45号及び

46号は、教職員の死亡事案に係る第三者委員会に

関する審議であり、個人が特定されるおそれがあ

るため、また、協議第４号は、守谷市立高野小学

校校舎の一部用途変更（生涯学習施設への転用）

について、この協議になるが、公表前の情報に関

する案件であり、非公開として審議すべきである

と思うが、非公開としてよろしいか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

 異議なしと認める。よって、議案第 45 号、46 号

及び協議第４号を非公開とする。 

 議案第 45 号「教職員の死亡事案に係る第三者

委員会委員の委嘱について」説明を求める。 

 

 説明 

 

続けて議案第 46 号の説明を求める。 

 

 説明 

 

 「議案第 45 号 教職員の死亡事案に係る第三

者委員会委員の委嘱について」と併せて、議案第
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教育長 

 

 

 

次長兼生涯学習課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

46 号「死亡事案に係る第三者委員会への諮問につ

いて」の採決を行う。 

 

全員賛成〔原案どおり可決した〕 

 

 協議第４号「守谷市立高野小学校校舎の一部用

途変更（生涯学習施設への転用）について」の説

明を求める。 

 

 説明。 

 

 以上で協議事項を終了する。 

 ８月定例会の日程について、会議規則に定める

８月 25 日月曜日、時刻は 13 時 30 分、場所は全

員協議会室。 

 以上をもって、本日の定例会の議事は全て終了

したため、会議を終了する。 

  

会議録署名人  

 


